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●提案基準 ６ 

 

既存建築物の敷地における一戸建専用住宅 

等の建築を目的とする開発行為等の取扱い 

 

（趣 旨） 

第１ この基準は、「都市計画法第 34 条第 14 号及び同法施行令第 36 条第１項第３号

ホに関する判断基準」(以下｢判断基準｣という。) 第６の規定に基づき、既存建

築物の敷地における一戸建専用住宅及び第一種低層住居専用地域内に建築する

ことができる兼用住宅（建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）第 130 条

の３に規定する住宅をいう。） (以下｢一戸建専用住宅等｣という。) の建築を目

的とする開発行為及び建築行為の取扱いについて、必要な事項を定めるものとす

る。 

（適用の範囲） 

第２ この基準は、市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は都市計画を変

更してその区域が拡張された際すでに建築物の敷地として使用されていたこと

が確認できる土地であり、かつ、引き続き宅地である土地で、次の各号のいずれ

かに該当するものに適用する。 

(1) 既存建築物の敷地の区画を変更せずに行う建築行為及び開発行為 

(2) 敷地の規模・形状等から一の建築物の敷地として行う建築行為よりも、より

一層好ましい住宅地形成ができるものと判断できる開発行為 

（立 地） 

第３ 申請に係る土地は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。 

(1) 50 以上の建築物が連たんしている地域内に存すること。 

(2) 市及び府の土地利用計画から判断して支障がないこと。 

(3) 道路、公園等の公共施設及び学校、上水道等の公益施設並びにこれらの施設

の計画に支障がないこと。 

(4) 判断基準第 5に定める区域内に存しないこと。 

（用 途） 

第４ 申請に係る建築物（以下「予定建築物」という。）は、一戸建専用住宅等であ

ること。 

ただし、幅員 12m 以上の道路(以下「幹線道路」という。) の沿道にあっては、

小売業を営む店舗 (自己用住宅が付属するものを含む。以下｢小売店舗｣という。) 

も対象とする。 

（予定建築物の規模） 

第５ 予定建築物が一戸建専用住宅等である場合の規模は、次の各号のいずれにも該

当しなければならない。 

ただし、既存建築物の敷地の区画を変更せずに行う建築行為及び開発行為にあ

っては、１号、２号及び４号を除く。 

 



２－１１ 

(1) 建ぺい率は、50％以下であること。 

(2) 容積率は、100％以下であること。 

(3) 高さは、10ｍ以下であること。 

(4) 外壁の後退距離は、敷地境界線から 1ｍ以上であること。 

 

（予定建築物の敷地規模等） 

第６ 予定建築物の敷地規模等は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。 

(1) 一戸建専用住宅等の場合の敷地面積は、150 ㎡以上とする。 

ただし、既存建築物の区画を変更せずに行う場合は、この限りにない。 

(2) 小売店舗の場合の敷地面積は、500 ㎡以上 3,000 ㎡未満とする。 

ただし、既存建築物の敷地面積が 500 ㎡未満で、かつ、敷地の区画を変更せ

ずに行う場合は、この限りでない。 

(3) 一戸建専用住宅等の場合は、幹線道路を建築基準法第 43 条第１項の規定によ

り建築物の敷地が接する道路とせず、かつ、幹線道路に面して車の出入口を設

けないこと。 

ただし、一敷地の単体的な開発等であって、その敷地が幹線道路のみに接し

ている場合は、この限りでない。 

(4) 小売店舗の場合は、予定建築物の敷地外周長の 1/10 以上が幹線道路に接する

こと。 

（公共施設の帰属管理） 

第７ 開発行為により設置された公共施設及び当該公共施設の用に供する土地につ

いては、市に帰属し、管理されるものであること。 

(公共施設等の整備) 

第８ 公共施設等の整備については、別に定める技術基準に適合すること。 

 

（附 則） 

この基準は、平成 14 年４月 19 日から施行する。 

（附 則） 

  この基準は、平成 19 年 11 月 30 日から施行する。 

（附 則） 

  この基準は、平成 25 年９月 25 日から施行する。 

（附 則） 

  この基準は、平成 31 年１月 30 日から施行する。 

 


